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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・ 

輸送マニュアル」の改訂について 

 

 

各医療機関、保健所においては、新型コロナウイルス感染を疑う患者に検査を

実施するに当たって、その検体の取扱いについて国立感染症研究所が作成した

「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュア

ル（以下「マニュアル」とする。）」を参照いただいているところです。 

このたび、マニュアルを別添（新旧対照表）のとおり改訂したとの連絡が国立

感染症研究所からありましたので、お知らせします。改訂の概要については下記

のとおりです。このことについて、貴管内医療機関等に対し周知いただきますよ

うお願いいたします。 

 

記 

 

１．検体採取に当たって、レーヨンスワブなどの使用も可能であること。 

２．病原体検査のための検体又は病原体等の運搬に当たって、ジュラルミン 

ケースによる包装は不要となったこと。 

 

 

 

 

【問い合わせ】 

１． について  

医政局経済課  

担当：伊東 （代）03-5253-1111（内線 4601） 

２．について 

新型コロナウイルス感染症対策推進本部 技術総括班 

担当：竹下 （代）03-5253-1111（内線 2934） 



 別添  

「2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」 新旧対照表 

新 旧 

                                                        

2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マ

ニュアル 

～2020/04/16 更新版～ 

 

（略） 

 

【検体採取時の留意点】 

（略） 

 鼻咽頭ぬぐい液・・・滅菌綿棒（フロックスワブやレーヨン製ス

ワブなど。鼻腔用の細いもの）を鼻孔から挿入し、上咽頭を十分

にぬぐい、綿棒を 1-3mlのウイルス輸送液（VTM/UTM）が入った

滅菌スピッツ管に入れ蓋をし、パラフィルムでシールする。ウイ

ルス輸送液が無い場合は PBSや生理食塩水などを用いる。なお、

適当なスワブが無い場合はインフルエンザキット等に含まれるス

ワブを流用することもできる。 

（略） 

 

【別紙】 

基本三重梱包の手順と梱包・輸送時の注意事項 

（略） 

・なお、ゆうパック（陸上輸送のみ）を利用する場合は、包装責任者に

よる確認などの追加要件が求められています。 

 

2019-nCoV（新型コロナウイルス）感染を疑う患者の検体採取・輸送マ

ニュアル 

～2020/03/31 更新版～ 

 

（略） 

 

【検体採取時の留意点】 

（略） 

 鼻咽頭ぬぐい液・・・滅菌綿棒（フロックスワブなど。鼻腔用の

細いもの）を鼻孔から挿入し、上咽頭を十分にぬぐい、綿棒を

1-3mlのウイルス輸送液（VTM/UTM）が入った滅菌スピッツ管に

入れ蓋をし、パラフィルムでシールする。ウイルス輸送液が無い

場合は PBSや生理食塩水などを用いる。 

 

 

（略） 

 

【別紙】 

基本三重梱包の手順と梱包・輸送時の注意事項 

（略） 

. ゆうパック（陸上輸送のみ）を利用する場合は、三重梱包に追加して

ジュラルミンケース等の追加外装容器の使用や梱包責任者による確認な



 

 

 

（略） 

 

【ゆうパックを利用して検体等を送付する際に必要な「包装責任者」の

認証を得る方法】 

（略） 

参考：感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事

項について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000622205.pdf 

（別添）貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装

に関する遵守事項 

https://www.mhlw.go.jp/content/000622218.pdf 

 

どの追加要件が求められています。 

 

（略） 

 

【ゆうパックを利用して検体等を送付する際に必要な「包装責任者」の

認証を得る方法】 

（略） 

参考：ゆうパックを利用して検体を送付する場合の包装に関する遵守事

項（厚労省 HP） 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-

Kenkoukyoku/2_7_13.pdf 



 

 

2019-nCoV (新型コロナウイルス)感染を疑う患者の 

検体採取・輸送マニュアル 
〜2020/04/16 更新版〜 

 

Ø 2020/04/16 更新版について：鼻咽頭ぬぐいに使用する滅菌綿棒について追記。輸送までの保管温度に

ついて追記。病原体検査のための検体又は病原体等の運搬に当たりジェラルミンケースによる包装が不要

になったことにあわせ「基本三重梱包の手順と梱包・輸送時の注意事項」を一部変更。 

 

SARS-CoV-2（旧名：2019-nCoV、新型コロナウイルス）の病原体検査を依頼する際には下記の通りにお願いい

たします。 

 

【必要な検体】 
現行の病原体検査(PCR)では下記の２検体を検査します。下気道にウイルス量が多いことが報告されています

ので、なるべく喀痰などの下気道由来検体の採取をお願いします。痰が出ないなど、下気道由来検体の採取が

難しい場合は鼻咽頭ぬぐい液*のみで構いません。 

 
検体送付の

優先順位 

検体の種類 量 

1 
下気道由来検体 

（喀痰もしくは気管吸引液） 
1 - 2 mL 

２ 鼻咽頭ぬぐい液 1 本 

 

上記に加え、下記の検体を用いた検査もSARS-CoV-2の病原体検査に有用であることが報告されています。必

要に応じて採取してください。検査実施の可否については、各検査実施機関にお問い合わせください。受入検

査機関において速やかな検査が困難な場合は医療施設内での検体の保存 (-80℃、不可能であれば-20℃)を

お願いします。診断困難症例においては、これらの検体を用いた検査もご考慮ください。 
 

保存温度 検体の種類 量 

-80℃以下 急性期血清（発病後１週間以内） 1 - 2 mL 

-80℃以下 回復期血清（発病後 2 週間以降） 1 - 2 mL 

-80℃以下 便 （もしくは直腸スワブ） 0.1ｇ （1 本） 

-80℃以下 全血（EDTA-Na または K 加血） 1 mL（可能であれば血球分離） 

-80℃以下 尿 1 - 2 mL 

要相談 剖検組織 感染研の担当者にご相談ください。 

 

 

【検体採取時の留意点】 
Ø 下気道由来検体・・・喀痰が出る場合は喀痰を採取する。人工呼吸器管理下にある場合には無菌的な操作のもと

に、滅菌されたカテーテルを使って気管吸引液を採取する。臨床的に禁忌とならない場合は気管支肺胞洗浄液

の採取も検討する。採取した喀痰または吸引液はスクリューキャップ付きプラスティックチューブに入れ蓋をし、パ

ラフィルムでシールする。 

Ø 鼻咽頭ぬぐい液・・・滅菌綿棒（フロックスワブや材質にレーヨンやポリエステルを含む綿棒など。鼻腔用の細いも

の）を鼻孔から挿入し、上咽頭を十分にぬぐい、綿棒を 1-3ml のウイルス輸送液（VTM / UTM）が入った滅菌スピ

ッツ管に入れ蓋をし、パラフィルムでシールする。ウイルス輸送液が無い場合は PBS や生理食塩水などを用いる。 

Ø 血清・・・血清は常法に従い分離する。分離後の血清を密栓できるプラスティックチューブに 1-2ｍｌ入れ、蓋をした

後、パラフィルムでシールする。凝固剤が入っていても可で、血清分離剤入りの採血管を用いた場合は、遠心後

の血清 1-2ｍｌをプラスチックチューブ（滅菌チューブが望ましい）に移し蓋をした後、パラフィルムでシールする。 

Ø 全血・・・全血は血液凝固阻止剤（EDTA-Na または K）入りの採血管に採取し、1-2ｍｌを密栓できるプラスティックチ

ューブに分注し、蓋をした後、パラフィルムでシールする。可能であれば、血球分離し、末梢血単核球を細胞保存

液に懸濁して凍結保存する。末梢血単核球の分離は BD バキュテイナ® CPT™ 単核球分離用採血管を使うと簡

便である。また、採血後の分注や血球分離ができない場合は、PAXgene® RNA 採血管を用いて採血し、そのまま

凍結保存しておいても良い。 



 

 

Ø 尿・・・1-2ml を試験管（ファルコンチューブなど）にいれ、蓋をした後、パラフィルムでシールする。 

Ø 便・・・0.1g 程度（小豆大）を密栓できるプラスティックチューブに採取して蓋をした後、パラフィルムでシールする。 

Ø 剖検組織・・・患者が死亡し、剖検でサンプルが採取可能な場合は担当者まで連絡する。新型コロナウイルス感染

症 (COVID-19) の剖検における感染予防策についての相談は下記連絡先（感染病理部）。 

 

【検体輸送まで】 
検体採取後、可能な限り速やかに氷上または冷蔵庫（4℃）に保管し、輸送開始までに 48 時間以上かかる場合

は-80℃以下で凍結保存してください。-80℃の冷凍庫がない場合は通常の冷凍庫（-２0℃程度）でかまいませ

ん。 
 

【検体の輸送】  
検体輸送法は検査機関の担当者と打ち合わせてください。原則、基本三重梱包を行ない、公用車・社用車等の

自動車または、カテゴリーB に分類される臨床検体等の取扱い可能な輸送業者を利用して送付してください。

また、飛行機、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関を利用して輸送する場合は、航空法および各公共交

通機関の約款等ルールを遵守してください。 

なお、RNA 抽出液についてはカテゴリーB に分類される臨床検体としての取り扱いは不要です。基本三重梱包

を目安に適切な梱包をお願いします。 

＊基本三重梱包の手順や梱包・運搬時の注意事項等は別紙をご覧ください。 

 

【連絡先】 

【技術的なこと】  
〒208-0011 東京都武蔵村山市学園 4-7-1 国立感染症研究所 ウイルス第三部 

E-mail sample-nCoV@nih.go.jp 

 

【検体の梱包・輸送に関すること】  
〒162-8640 東京都新宿区戸山 1-23-1 国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室 

Tel 03-5285-1111 

 

【剖検に関する技術的なこと】  
〒162-8640 東京都新宿区戸山 1-23-1 

国立感染症研究所 感染病理部 

E-mail pathology@nih.go.jp 

 



 

 

【別紙】 

基本三重梱包の手順と梱包・輸送時の注意事項 

• 梱包された検体の輸送を、輸送業者等に委託する場合は、検体の内容、梱包方法、運搬経路など受託業

者と十分に打ち合わせを行ってください。 

• 航空輸送については厳密な国際的な輸送ルールに則って実施されます。 

• なお、ゆうパック（陸上輸送のみ）を利用する場合は、包装責任者による確認などの追加要件が求められて

います。 

 

【ゆうパックを利用して検体等を送付する際に必要な「包装責任者」の認証を得る方法】 
全国の地方自治体（地方衛生研究所）には、厚生労働省主催の「病原体等の包装・運搬講習会」を受講し包

装責任者の認証を受けた方がおります。その方による研修（地方自治体主催の研修であれば、開催場所等の

指定はありません）を受けることにより、「包装責任者」の認証を得ることができます。詳しくは、最寄りの地方衛

生研究所までお問い合わせください。 

 

参考： 感染症発生動向調査事業等において検体等を送付する際の留意事項について 

https://www.mhlw.go.jp/content/000622205.pdf 

（別添）貨物自動車運送事業者を利用して検体等を送付する場合の包装に関する遵守事項 

https://www.mhlw.go.jp/content/000622218.pdf 

 

◇基本三重梱包の手順と輸送 

基本三重梱包は、一次容器（検体を入れたチューブ）、それを収納する防漏性の二次容器（ボトルタイプある

いはパウチタイプ）、これらを収納し外部からの衝撃から守るための三次容器からなります。冷蔵・冷凍で検体を

保持する必要がある場合はさらに追加容器（OVER PACK）が必要になる場合があります（次頁、概要図）。 

１． 一次容器への収納 
採取された検体は、本マニュアル「検体採取時の留意点」に記載の防漏性のプラスチックチューブ（一次容

器）に入れて、確実にふたをして、チューブ外側を消毒剤を含むペーパー等でふき取ったあと、パラフィルム

でシールする。 
注1） 検体をチューブに入れるときに、チューブの外側を汚染しないようにする。 

注2） 液漏れのないように蓋を、確実に閉める。 

注3） 蓋をパラフィルでシールすることで、運搬中の振動によるふたが緩まないようにすることができます。 

 

２． 二次容器への収納 
一次容器を、吸収材とともに、二次容器（ボトルタイプあるいはパウチタイプ）に収納し、確実にふたを閉める、

あるいはシールをする。 
注1） 複数検体を収納する場合は、チューブ同士が接触しないように緩衝材（エアーキャップやペーパータオルなど）でくる

む、あるいは試験管ラック等に立てる。 

注2） 二次容器は防漏性で密閉されるので、ドライアイスを入れるのは厳禁です。 

 

３． 三次容器への収納 
二次容器を三次容器（外装容器）に収納し、保冷剤をいれ、さらに、エアキャップなどの緩衝材で二次容器

が動かないように固定する。検体送付票を入れ封をする。 
注1） 三次容器は、二次容器を外部からの衝撃から守ることができる材質のものを用いる。 

注2） 検体送付票の記載項目は、検体リストのほか、日付、内容物名、量（本数）、荷送人、荷受人および 24 時間対応可能な

緊急電話番号を記載する。 

 

４． オーバーパック（オプション）への収納 

必要に応じ基本三重梱包済みの容器をオーバーパック（四次容器）に収納する。冷却が必要な場合は保温

できる発泡スチロール製の容器を使用し、冷却材はオーバーパック内に収納する。発泡スチロール製容器

は厚手段ボールやプラスチック製段ボールで覆ったものを用いる。 

 



 

 

５． 輸送中 
梱包を輸送車に搭載する場合は、急ブレーキなどの衝撃で転倒しないようにシートベルトなどを用いて確実

に固定する。 

 

基本三重梱包の概要図 

 

 

 

 


